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顧問弁護士のご案内 （オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

企業の誹謗中傷対策について
近年、インターネット上での誹謗中傷や「炎上」、ネガティブ情

報の発信が相次いでいます。ネット上での評判は不買運動にも
つながりかねず、企業の収益に大きく影響します。企業にプラス
イメージを抱かせる口コミ等であれば問題ありませんが、中には
根拠のない誹謗中傷やネガティブ情報も存在し、企業は大きな
不利益を被る可能性があります。

企業に関する誹謗中傷やネガティブ情報が発信された場合、
企業はどのような対応をすべきでしょうか。問題が発生した場合
にはスピード感ある対応が必要となりますので、日ごろから対策
を講じておきましょう。

１ 法的対応
インターネット上でネガティブ情報や誹謗中傷が発見された

場合に考えられる法的対応としては、問題の情報を削除したり、
問題の情報を発信した者に対して責任追及（民事上の損害賠償
請求等・刑事上の責任追及）を行うなどが考えられます。

情報の削除のみであれば、①ウェブフォーム等からの削除依
頼 ②プロバイダ責任制限法ガイドラインによる方法をとること
で、企業のみで対応することも可能です。もっとも、発信者への
責任追及まで行う場合には、発信者の特定のため裁判を行う必
要があり、弁護士へ依頼する必要があります。

２ 法的対応以外の方法
企業としては、一刻も早く問題を収束したいところです。しか

し、対応を誤ると収束が困難となるため、慎重な判断が求めら
れます。

例えば、情報が記載されているサイトによっては、削除依頼し
た内容が公開されたり、情報を削除することにより「炎上」する
リスクもあります。そのため、情報を削除する方法ではなく、企
業からプレスリリースなど積極的に情報を発信する方法や、ネガ
ティブ情報をネット上で表示されにくくする方法（逆ＳＥＯ対策）
が考えられます。

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【市川法律事務所】 TEL：047-712-5100

【成田法律事務所】 TEL：0476-20-3031

【柏法律事務所】 TEL：04-7197-3401

【千葉法律事務所】 TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 TEL：047-407-4680

【かしま法律事務所】 TEL：0299-85-3350

３ 企業としての損害が賠償されるか
理論上、企業（法人）も個人と同様、名誉棄損や著作権侵害

等を主張して企業の損害を発信者に請求できます。しかし、実
際の裁判では企業の損害（問題となった情報が売上減少を招い
たこと）を立証するためのハードルが高く、訴訟で金銭的賠償を
受けることが難しいのが実情です。

４ 日頃のネットリテラシー教育
残念ながら、企業に関するネガティブ情報は必ずしも企業外

部からの発信に限りません。社内関係者が、不適切な写真等を
投稿して問題になるケースも多々見られます。このようなトラ
ブルを防ぐためにも、日ごろから社内のネットリテラシー（イン
ターネット情報を正しく使用できる能力）を高める研修や周知
を行うことが大切です。

５ まとめ
インターネット上での誹謗中傷、ネガティブ情報に関しては、

頭を悩ませる企業も多いことと思います。ある日突然企業がト
ラブルに巻き込まれるケースが多いため、基本的な対応方法を
押さえておき、日頃から問題に備えておくことで、いざという時
に冷静な対応が取れます。

【津田沼法律事務所】
所属弁護士：北岡　真理子（きたおか　まりこ）

上智大学法学部卒業、上智大学大学院法務研究会修了後、弁
護士登録（千葉県弁護士会）。主に、交通事故、労災事故、債
務整理、相続、離婚、中小企業法務（労務問題）を中心として、

「最善の解決策が何かをつねに検討し、それを実現させる」という気持ちを大切に、活
動を行う。趣味は散歩や小旅行。

プロフィール



2022年5月より下記3名の弁護士がリーガルプラスに入所いたしました。
皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

●柏法律事務所　配属
　宇野　浩亮（うの こうすけ）弁護士

●成田法律事務所　配属
　児珠　紗雪（こだま さき）弁護士

●かしま法律事務所　配属
　佐々木　英人（ささき ひでと）弁護士

本年5月より「リーガルプラス柏法律事務所」を開設し、東京・千葉・茨
城にて８事務所での体制となりました。引き続き、どうぞ、よろしくお
願いいたします。

【柏法律事務所】
《住所・連絡先》
〒277-0023　千葉県柏市中央1-1-1ちばぎん柏ビル4階　
TEL: 04-7197-3401
《所属弁護士》
小湊 敬祐 弁護士　※津田沼法律事務所より異動
宇野 浩亮 弁護士　※新規採用

2022年入所新人弁護士のご紹介 新事務所開設のご案内

交通事故解決事例

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【市川法律事務所】 TEL：047-712-5100

【成田法律事務所】 TEL：0476-20-3031

【柏法律事務所】 TEL：04-7197-3401

【千葉法律事務所】 TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 TEL：047-407-4680

【かしま法律事務所】 TEL：0299-85-3350

Ａさんは交通事故で頸椎捻挫の怪我を負い、通院をしていま
した。治療費は、相手方の保険会社が支払ってくれていました。
そのような中、Ａさんは前の事故から１か月後にまた交通事故に
遭い、首や腰を痛める怪我を負ってしまいました。

事例のように違う事故で同じ個所に怪我を負わされた場合を
「異時共同不法行為」と呼びます。複数の加害者が、別のタイミン
グで、共同して損害を発生させたというものです。

２回目の事故があった時点から、治療費の支払いを受け持つの
は、２回目事故の相手方保険会社に切り替わります。もっとも、以
下で述べるとおり、２回目の事故以降の損害の全額を、２回目の事
故の保険会社が支払ってくれないこともあります。単独の事故や、
複数の加害者がいる１回の事故とは扱いが異なりますので注意が
必要です。

２回目の事故の治療が終わるまで待つことが望ましいです。
違う事故で同じ個所を怪我したような場合、後になって、どちら

の事故がどれだけ影響して損害が生じたかについて争いになるこ
とがあります。

１回目の事故で示談を済ませた後になって、２回目の事故の保
険会社から「あなたの怪我は、１回目の事故も影響して生じたもの
なので、すべての損害については賠償できない。２回目の事故の
影響した部分だけ支払います。」と主張されてリスクもありますの
で、示談には慎重になった方がよいといえます。

両方の事故で負傷した部分（今回の事例では首）に後遺障害が
残った場合、両方の加害者車両の自賠責保険に対して、後遺障害の
申請をすることができます。後遺障害が認定された場合には、両方

交通事故での治療中に、また交通事故に遭い、同じ場
所を負傷した場合、治療費の支払いはどうなるのですか。

１回目の事故については、先に示談してしまっても構い
ませんか。

治療が終わった後も痛みが残ってしまいました。どのよ
うな対応をすることになりますか。

Q

Q

Q

の自賠責から保険金を受け取ることができます。
事例の件では、最終的に首の痛みは治癒し、後遺障害が残った

個所が腰だったため、２回目の事故の自賠責保険にのみ後遺障害
の申請をし、第１４級の認定を受けました。

異時共同不法行為の場合、それぞれの保険会社が、個別に指示
することに従っているだけでは、適正な賠償を受けられないことが
あります。

対応が複雑で難しいような場合にはぜひ弁護士にご相談くださ
い。

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対
応しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間800件を
超える実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談くださ
い。
※2021年1月1日～12月31日

顧問弁護士のご案内

企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事
業によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価
格」で社内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建
築・内装業、製造業　など

【船橋法律事務所】
所属弁護士：三浦　知草（みうら ちぐさ）

中央大学法学部法律学科卒業後、弁護士登録（千葉県弁護士
会）。
主に、交通事故、相続などを中心に活動を行う。趣味は読書、
野球・ボクシング・相撲のTV観戦。

プロフィール


